
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

公

告

○
肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
の
安
全
・

安
心
推
進
課
）
…
二

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
三

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

柴
田
歯
科
医
院

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
十
和
田
西

金
崎
店

弘
前
市
大
字
賀
田
一
丁
目
二
〇
の
二

十
和
田
市
西
二
十
三
番
町
六
〇
の
一
九

令
和二･
九･
一

二･一〇･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

柴
田
歯
科
医
院

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
十
和
田
西

金
崎
店

弘
前
市
大
字
賀
田
一
丁
目
二
〇
の
二

十
和
田
市
西
二
十
三
番
町
六
〇
の
一
九

令
和二･
九･
一

二･一〇･
一

青
森
県
報
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第
二
百
二
十
三
号

令
和
二
年十

月
二
十
一
日

（
水
曜
日
）



公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
二

年
十
月
十
三
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(パ
ー
セ
ン
ト
)
そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
四
六
号

混
合
有
機
質

肥
料

混
合
有
機

五
・
五
―

一
・
〇

窒
素
全
量五
・
五

り
ん
酸
全
量
一
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア

グ
リ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田

区
九
段
北
一
丁

目
八
の
一
〇

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
二
年
十
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

木
村

健
一

青
森
市

青
森
市
浪
岡
大
字
杉
沢
字
小
板
橋
一
一
の
三

ほ
か
二
筆

名
越

純
一

弘
前
市

弘
前
市
大
字
原
ケ
平
字
山
中
一
八
の
九
一
の

う
ち

株
式
会
社
RED
A

PPLE

弘
前
市

弘
前
市
大
字
中
別
所
字
向
野
一
三
五
の
四
ほ

か
一
筆

農
事
組
合
法
人
山
本

牧
場

三
沢
市

八
戸
市
大
字

町
字
大
草
離
九
五
の
一
ほ
か

一
筆

農
事
組
合
法
人
山
本

牧
場

三
沢
市

八
戸
市
大
字

町
字
大
草
離
一
一
四
の
一

株
式
会
社
ア
グ
リ
・

ザ
・
エ
イ
ト

三
戸
郡
五
戸
町

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
浅
水
字
堀
切
二
三
四

其
田

凡

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
下
岩
崎
字
駒
返
八
二
の
一

ほ
か
一
筆

其
田

凡

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
影
日
沢
九
一
の
一

ほ
か
二
筆

其
田

凡

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
影
日
沢
一
二
ほ
か

九
筆

其
田

凡

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
毘
沙
門
字
熊
石
二
八
三
ほ

か
三
筆

長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
千
本
一
三
七
七
ほ

か
三
筆

長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
森
内
五
四
八
ほ
か

四
筆

長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
千
本
一
〇
〇
九
ほ

か
四
筆

長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
毘
沙
門
字
中
熊
石
四
〇
六

ほ
か
三
筆

長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
森
内
五
二
二
の
一

ほ
か
六
筆

長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
森
内
五
三
二
ほ
か

八
筆

長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
森
内
五
一
三
ほ
か

三
筆

長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
森
内
五
二
〇
ほ
か

三
筆
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長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
森
内
五
〇
〇

長
尾

憲

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
千
本
一
一
四
六

荒
関

正
春

北
津
軽
郡
中
泊
町

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
宮
野
沢
字
浦
島
一
五

の
二
ほ
か
三
筆

外
崎

秀
明

北
津
軽
郡
中
泊
町

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
宮
野
沢
字
蛍
沢
一
九

八
の
一

中
畑

茂
則

北
津
軽
郡
中
泊
町

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
宮
野
沢
字
浦
島
五
七

の
一
ほ
か
四
筆

成
田

昭

北
津
軽
郡
中
泊
町

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
中
里
字
紅
葉
坂
三
五

の
一
ほ
か
一
筆

外
崎

満
幸

北
津
軽
郡
中
泊
町

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
中
里
字
紅
葉
坂
八
ほ

か
五
筆

神

昌
憲

北
津
軽
郡
中
泊
町

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字
玉
清
水
一
四

二
ほ
か
四
筆

神

昌
憲

北
津
軽
郡
中
泊
町

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字
玉
清
水
一
二

一
の
二

株
式
会
社
西
村
牧
場

八
戸
市

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄
一
丁
目
一
八
四
七

ほ
か
一
筆

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
北
都
市
計
画

区
域
及
び
上
北
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変

更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
平
成
十

六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

午
後
二
時
か
ら

二

開
催
の
場
所

東
北
町
役
場
本
庁
舎
二
階
会
議
室

上
北
郡
東
北
町
上
北
南
四
丁
目
三
二
の
四
八
四

三

案
件

東
北
都
市
計
画
区
域
及
び
上
北
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関

す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
（
以
下
「
都
市
計
画
変
更
案
」
と
い
う
。
）

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
東
北
町
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

令
和
二
年
十
一
月
十
一
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

東
北
町
企
画
課

上
北
郡
東
北
町
上
北
南
四
丁
目
三
二
の
四
八
四

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
宛
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
は
、

一
体
の
都
市
と
し
て
整
備
、
開
発
及
び
保
全
す
べ
き
区
域
と
し
て
定
め
ら
れ
る
都
市
計
画
区
域
を

対
象
に
、
青
森
県
が
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
都
市
の
将
来
像
を
明
確
に
す

る
と
と
も
に
そ
の
実
現
に
向
け
て
の
大
き
な
筋
道
を
明
ら
か
に
す
る
、
当
該
都
市
計
画
区
域
に
お

け
る
都
市
計
画
の
基
本
的
な
方
向
性
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

東
北
町
企
画
課

２

閲
覧
期
間

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
一
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
金
澤
鉄
工

二

代
表
者
の
氏
名

荒
谷
尚
吾

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
是
川
字
小
峠
三
の
二
四
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
一
五
九
一
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
九
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
六
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

東
陽
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

川
村
義
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下
平
五
九
五
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
六
六
六
号
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五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
九
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
エ
イ
ベ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

中
野
徹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
中
央
町
三
丁
目
八
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
五
〇
〇
五
八
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
九
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
エ
イ
ベ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

中
野
徹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
中
央
町
三
丁
目
八
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
五
〇
〇
五
八
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
九
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅
瀬

石
川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
十
月
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
一
日

中
南
地
域
県
民
局
長

神

登
喜
彦
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


